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１ 策定の目的 

荒川区では、昭和５８年度に策定した「荒川区行財政体質改善基本計画」を皮切りに、数次に

わたり行財政改革計画を策定し、それらの計画に基づき、事務事業の見直し、外部委託の推進、

指定管理者制度の導入、定数管理の適正化等に全庁を挙げて取り組み、９００人を超える職員定

数の削減を実現するなど、着実に行財政改革を推進してきました。 

平成１７年３月に策定した「あらかわ刷新プラン」では、区政の信頼回復に努めるとともに、事業

の見直しや経費の削減を目指した行財政改革の手法に加え、区民参画の推進、施設のあり方や

管理運営方法等の見直し、健全な財政運営、窓口サービスの向上などにより、区民サービスのレ

ベルアップの視点からも改善を図ってきました。 

さらに平成２１年３月には、それまでの行財政改革の理念を継承しつつも、選択と集中による行

政資源の適正かつ効率的な配分により、経営的な視点をもって行財政改革を推進する「あらかわ

区政経営戦略プラン」を策定しました。 

この計画では、区政運営の改革・改善に向けて重点的に取り組む内容を「協働」、「業務」、「財

務」、「人事」の４つの戦略として取りまとめています。 

「協働戦略」では区民参画の拡大等による協働の推進、「業務戦略」においては民間活力の導

入などによる業務改善の一層の推進を図ってまいります。そして、これらの戦略に基づく効率的な

区政運営を行うためにも、「財務戦略」では、国や都等の補助金の徹底した活用、固定資産台帳

の整備や日々仕訳による複式簿記・発生主義会計を行うことができる「東京都方式」の導入といっ

た、新公会計制度の更なる推進を行うことなどで、これまで以上に行政コストの縮減や財源確保

等に踏み込むとともに、職員の意識改革を図っています。また、「人事戦略」においては、複雑・高

度化する行政需要に的確に対応するため、多様な雇用形態や執行方法等を活用し、効率的かつ

効果的な執行体制を確保するとともに、限られた人的資源である職員の育成とスキルアップを通

した行政サービスの向上を目的として、荒川区職員ビジネスカレッジの運営、研修体制の充実な

ど、様々な取組を掲げています。 

さらに、これらの計画の進捗管理に当たっては、行政評価システムにより、徹底した分析・評価

を行うことにより、事業の改善や充実策を見出し、その結果を計画の見直しや予算編成等に活用

しています。 

こうした取組の結果、一例を挙げれば、地域団体が実施する子どもの居場所づくりへの支援、

全中学校における防災部の設置に伴う次世代の防災活動の担い手の育成といった、地域の力を

活かすための取組の充実や、廃止したひろば館跡地の売却、多様な収納方法の導入やコールセ

ンターの設置等による区民税の収納額の増額や保険料の収納率の向上など、財源確保にも努め

てきました。加えて、窓口業務のサービス内容や開設時間の拡大や区施設における指定管理者
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制度の一層の適正な運用、民設民営保育園の誘致による保育定員の拡大や区立保育園の移

転・民営化などを実現するとともに、国家戦略特区制度を活用した全国初となる都市公園内への

保育園・学童クラブの整備など、多様な行政需要に対しても創意工夫を行い、着実に成果を上げ

てまいりました。 

平成２８年３月に策定した「荒川区人口ビジョン」では、今後、荒川区の想定人口は微増傾向が

続き、高齢者の増加とともに、０歳から１４歳までの年少人口についても増加が見込まれています。

これからの区政には、こうした人口増に伴う福祉や子育て等の行政需要への対応とともに、迫りく

る首都直下地震への備えや高度成長期に整備された公共施設の老朽化問題など、山積する

様々な課題への迅速かつ着実な対応が求められています。 

今後もこうした数多くの行政課題に的確に応えていくためには、これまで以上に柔軟かつ効率

的で実効性のある施策等の展開が不可欠であり、それらを実行するための適正な行財政運営に

も一層の努力が必要です。 

今回新たに策定した平成２９年度版の「あらかわ区政経営戦略プラン」で掲げた取組を着実に

実施・推進し、さらなる行財政改革に努めてまいります。 
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２ あらかわ区政経営戦略プランの位置付け 

本プランは、荒川区基本構想、荒川区基本計画、荒川区実施計画等をより効率的かつ効果的

に推進していくため 「協働」「業務」「財務」「人事」の４つの視点による戦略を用いて区政運営の

改革、改善の基本的な方向性や具体的な手法等を掲示します。 
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３ ４つの戦略の視点  

 

（１）協働戦略 ～区民等による協働のまちづくり～ 

方向性 項目 

１－１ 

区民参画の拡大 

１ 区政への参画の場と機会の拡充 

２ 区民意見の反映 

１－２ 

協働型事業の構築 

１ 協働の担い手の育成 

２ 地域団体等の自主的な活動への支援 

３ 産学官等の連携による地域活性化の促進 

４ その他、様々な手法による区民等との協働の推進 

１－３ 

区政の透明性の向

上 

１ 区政情報の公開の推進 

２ コンプライアンス（法令遵守）の徹底 

１－４ 

地域の活性化 

１ 地域の魅力向上と情報発信 

２ 他自治体との連携の推進 

 

創造的人事行政への転換 
  

これまでの人材育成の成果を活かしつつ、さ

らなるスキルアップを図り区民の期待に応える

区政を実現するため、職員の力をフルに発揮

していきます。また、高い職務意識を持ち、知

識や能力を兼ね備えた職員集団の形成を目指

します。 

財政基盤の強化 
 

厳しい財政状況に対応するため、財政基盤

の強化を図り、中長期にわたる計画的な収支

のバランスを図り、健全な財政の推進を図りま

す。 

事務事業の再編・整理等の推進 
  

常に事業や制度の見直しを図り、 少の経

費で 大の効果を生み出すための業務改善を

推進します。また、創意工夫による柔軟な発想

で事業を進め、区民サービスのさらなる向上を

目指します。 

区民等による協働のまちづくり 
 

地域人材の育成・区政への参画を推進する

ことで、地域人材のすそ野を拡大し、荒川区の

強みである地域力を一層向上します。 

そして区民、事業者、地域団体等と区が適

切な役割分担の下、区民が主役の協働のまち

づくりを進めます。 

あらかわ 

区政経営戦略プラン 
基本的な方向性 

１ 協働戦略 ２ 業務戦略 

３ 財務戦略 ４ 人事戦略 
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（２）業務戦略 ～事務事業の再編・整理等の推進～ 

方向性 項目 

２－１ 

より一層の業務改

善の推進 

１ 行政評価等による政策、施策、事務事業の検証 

２ 事務事業や執行方法の見直し 

３ 施設の在り方・管理運営の見直し 

４ 情報化の推進 

５ 入札・契約制度の改革 

６ 新たな手法による施設の整備・更新 

７ 執行体制・施設の管理運営の効率化 

２－２ 

執行体制の見直し 

１ 横断的組織の構築 

２ 執行体制の在り方の検討 

３ 外郭団体等の在り方の検討 

２－３ 

区民の利便性の向

上 

１ 窓口等サービスの充実・区施設の利便性の向上 

２ 申請手続の利便性向上 

２－４ 

民間活力の徹底的

導入 

１ 公共と民間の役割分担の検討 

２ アウトソーシング（外部委託）の推進 

３ 区立施設における指定管理者制度の活用 

４ 民間事業者の事業誘致 

 

（３）財務戦略 ～財政基盤の強化～ 

方向性 項目 

３－１ 

財政基盤の強化 

１ 自主財源の確保 

２ 負担の適正化 

３ 債権管理の適正化 

４ 収納率の向上 

５ 資産の有効活用 

３－２ 

健全な財政の推進 

１ 財政健全化に向けた総合的な取組 

２ 新公会計制度の推進 
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（４）人事戦略 ～創造的な人事行政への転換～ 

方向性 ～新しい時代に対応した人事戦略構想から～ 

４－１ 

目標を明確にし、行動する組織の形成 

４－２ 

高い職務意識の醸成と、意欲ある職員集団の育成 

４－３ 

地方自治体の役割や雇用動向等の変化に対応した多様な人材の活用 

４－４ 

区政課題への取組を担保する適正な人員体制の確立 

 

４ 計画期間 

平成２９年度から平成３２年度までとします。 

平成 19 年度      29 年度      38 年度 

                                         

基本構想 概ね 20 年間（19～38） 

                                         

基本計画 19～28 29～38 

                                         

実施計画 19～22 23〜25 26～28 29～32 33～35 36～38 

                                         

戦略プラン     21～24 25～28 29～32  33～35 36～38 

                                         

 

 

５ 進捗管理  

本プランは、新公会計制度との連携によりレベルアップさせた行政評価と連動した進捗管理を

行うことで、これまで以上に効率的かつ効果的な行政運営を実現するとともに、具体的な施策や

事務事業の改善・見直しを進め、それらを執行するための予算編成等に反映させます。

本プランにおける計画期間 




